
　法律の規定に基づき令和６年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率を公表します。

　　令和６年度決算に基づき算定された海陽町の健全化判断比率及び資金不足比率は次表のとおりであり、全て基準を下回りま

　した。財政健全化への取組について、これからも将来を見据えた財政運営を行うために行財政改革に取り組んでまいります。

○健全化判断比率
　　

注）指標が 「－」 と表示されているのは黒字となっているためです。

　※標準財政規模・・・・地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもので、標準税収入額、普通交付税等の合計をいいます。

○資金不足比率

注）指標が 「－」 と表示されているのは資金不足額がないためです。

海南病院事業会計 ―

特　別　会　計　の　名　称 令和６年度実績 経営健全化基準 説　　明

水道事業会計 ―

20.0

　公営企業会計における資
金不足額（赤字額）が事業
規模（営業収益等）に対し
てどれぐらい占めているか
を示す比率です。

下水道事業会計 ―

実質公債費比率 1.6 25.0 35.0

一般会計等の公債費及び公債費に準ずる経費（繰出基準
に基づく公営企業会計に対する繰出金、債務負担行為に
基づく支出等）を標準財政規模等で除した比率の３カ年
平均の数値です。

将来負担比率 － 350.0

一般会計等が将来負担すべき実質的な負担額（一般会計
等の地方債残高、公営企業会計の地方債の償還に充てる
ための繰出金、一部事務組合・第三セクター等に対する
負担や職員の退職手当負担等）の標準財政規模に対する
比率です。

実質赤字比率 － 15.00 20.00

標準財政規模に対する一般会計等の実質赤字額の割合を
いいます。

連結実質赤字比率 － 20.00 30.00

標準財政規模に対する全ての会計（一般会計等及び公営
企業会計を含む特別会計）の実質赤字額の割合をいいま
す。

健全化判断比率及び資金不足比率の公表について

（単位；％） 

指　　標 令和６年度実績 早期健全化基準 財政再生基準 説　　明



（健全化法の概要）

　平成１９年６月に地方公共団体の財政の早期健全化などを目的として、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定されました。

　従来の制度においては、一般会計等の赤字額が標準財規模の20％を超えると「財政再生準用団体」に指定されていましたが、この指定以前に

財政悪化を阻止するための法的な仕組みがないため、財政再建団体の基準しかなく、早期是正機能がありませんでした。また、一般会計等を中心に

した収支の指標のみであったため、負債等の財政状況に課題があっても反映されないことや、特別会計、公営企業会計に累積赤字があっても対象に

ならないなど、地方公共団体における全ての財政状況を反映するものではありませんでした。

　そこで、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」では、健全化判断比率の４指標を用い、「早期健全化」と「財政再生」の２段階で地方

公共団体の全会計をチェックするとともに、公営企業の財政状況を判断する新たな材料として資金不足比率が導入されました。

（健全化法のイメージ）

（健全化判断比率各指標のイメージ）

※１：市町村の早期健全化基準は、標準財政規模に応じて異なる。

※２：将来負担比率には、財政再生基準は設けられていない。

（会計区分と健全化判断比率等の対象範囲のイメージ）

健全化法 海陽町

一部事務組合・広域連合

地方公社（土地開発公社等）・第３セクター等
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※資金不足比率は公営企業
会計ごとに算定

○指標の整備と情報開示の徹底
①実質赤字比率
②連結実質赤字比率
③実質公債費比率
④将来負担比率

・上記の指標を監査委員の審査に付し
議会に報告後公表

健全段階

○自主的な改善努力による財政
健全化
・財政健全化計画の策定（議会の議決）
・毎年度計画実施状況を議会に報告し

公表
・早期健全化が著しく困難と認められ

るときは総務大臣又は県知事から必
要な勧告

財政の早期健全化

○国等の関与による確実な再生
・財政再生計画の策定（議会の議決）
・財政再生計画は総務大臣の同意無の場

合、災害復旧事業債等を除き地方債の
発行が制限される

・財政運営が再生計画と適合しないと認

められる場合は、国が予算の変更等を
勧告

財政の再生

早期健全化基準 財政再生基準

11.25～15％

25％

350％

16.25～20％

20％

35％

35％

※１

※１

※２

○公営企業の経営の健全化
・資金不足比率


